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１　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景

千
葉
市
は
千
葉
県
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
あ
た
り
、
人

口
97
万
人
強
、
首
都
東
京
ま
で
約
40
㎞
の
地
点
に
あ

り
、
県
内
幹
線
道
路
及
び
Ｊ
Ｒ
・
私
鉄
な
ど
の
鉄
道

の
起
点
と
し
て
、
県
都
に
ふ
さ
わ
し
い
要
衝
の
地
に

あ
る
政
令
指
定
都
市
で
す
。
ま
た
、
千
葉
市
の
地
形

は
、
緑
豊
か
な
下
総
台
地
の
平
坦
地
に
覆
わ
れ
、
そ

の
一
部
は
、
東
京
湾
に
接
し
て
お
り
、
温
暖
な
気
候

と
肥
沃
な
土
地
、
豊
か
な
緑
と
水
辺
な
ど
自
然
環
境

に
大
変
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

市
内
の
土
地
利
用
は
市
街
化
区
域
と
市
街
化
調
整

区
域
が
お
よ
そ
半
分
ず
つ
と
な
っ
て
お
り
、
市
街
化

調
整
区
域
で
あ
っ
て
も
高
速
道
路
等
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
良
好
な
土
地
が
多
い
こ
と
か
ら
、
市
内
の
市
街
化

調
整
区
域
で
は
、
近
年
、
金
属
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
の

再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
施
設
（
以
下
、
条
例
で
は

「
屋
外
保
管
事
業
場
」
と
定
義
。）
が
多
く
立
地
す
る

よ
う
に
な
り
、
操
業
に
伴
う
騒
音
・
振
動
の
み
な
ら

ず
不
適
切
な
保
管
に
よ
る
敷
地
外
へ
の
落
下
や
火
災

の
発
生
な
ど
、
地
域
住
民
の
生
活
の
安
全
に
支
障
を

来
す
状
況
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
再
生
資
源
物
は
有
価
物
と
し
て
取
引
さ

れ
て
い
る
た
め
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。）
の

規
制
対
象
と
な
る
「
廃
棄
物
」
に
該
当
す
る
と
判
断

す
る
こ
と
は
大
変
難
し
く
、
同
法
の
有
害
使
用
済
機

器
に
該
当
す
る
保
管
物
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

先進・ユニーク条例【解説】

　千葉市は、「千葉市再生資源物の屋外保管
に関する条例」を制定した（条例第36号と
して、令和３年10月５日公布、同年11月１
日施行。ただし、第25条から第28条までは、
令和４年５月１日施行）。
　金属スクラップなどの再生資源物の不適切
な保管による火災発生など、市民生活の安全
に支障を来す状況が発生したことから、条例
で規制することとした。

再
生
資
源
物
の
保
管
に
つ
い
て
直
接
規
制
す
る
法
令

等
が
な
い
こ
と
か
ら
、
対
応
に
苦
慮
す
る
状
況
が
続

い
て
い
ま
し
た
。

上
記
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
令
和
元
年
第
３
回
定

例
会
に
お
い
て
議
員
発
議
に
よ
り
届
出
制
・
罰
則
な

し
・
氏
名
公
表
を
骨
格
と
し
た
規
制
条
例
案
が
議
会

に
上
程
さ
れ
ま
し
た
が
、
罰
則
が
な
い
な
ど
実
効
性

が
低
い
等
の
理
由
で
否
決
と
な
り
ま
し
た
。一
方
で
、

次
の
令
和
元
年
第
４
回
定
例
会
に
お
い
て
「
金
属
ス

ク
ラ
ッ
プ
の
適
正
管
理
に
関
す
る
請
願
」
が
提
出
さ

れ
、
こ
れ
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

市
と
し
て
実
効
性
を
担
保
で
き
る
規
制
条
例
を
制
定

す
る
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
条
例
制
定
ま
で
の
期
間
中
、
こ
れ
ま
で
各

千葉県
千葉市

千
葉
市
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
に

関
す
る
条
例

千
葉
市
環
境
局
資
源
循
環
部
産
業
廃
棄
物
指
導
課
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な
行
動
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
が
、

高
さ
10
ｍ
に
迫
る
よ
う
な
過
剰
堆
積
・
過
剰
保
管
の

原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
何
ら
規
制
の
な
い
再
生
資

源
物
の
保
管
状
況
は
市
内
に
お
い
て
は
有
害
使
用
済

機
器
の
保
管
以
上
に
危
険
な
実
態
が
あ
る
と
し
て
、

設
置
の
許
可
制
、
延
焼
の
防
止
等
を
目
的
と
し
た
住

宅
等
か
ら
の
距
離
規
制
、
許
可
申
請
前
の
説
明
会
等

の
開
催
な
ど
、
で
き
得
る
限
り
厳
し
い
規
制
を
伴
っ

た
条
例
を
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
ま
し

た
。
刑
事
罰
を
伴
う
た
め
検
察
庁
と
条
例
の
妥
当
性

に
つ
い
て
協
議
を
実
施
し
た
後
、
こ
れ
ら
の
内
容
を

持
っ
た
条
例
案
を
令
和
３
年
第
３
回
定
例
会
に
提
出

し
、
当
該
条
例
が
令
和
３
年
10
月
５
日
に
可
決
・
成

立
し
ま
し
た
。

３　

条
例
の
内
容

千
葉
市
再
生
資
源
物
の
屋
外
保
管
に
関
す
る
条
例

の
主
な
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
屋
外
保
管
事
業
場
の
設
置
に
対
す
る
許
可
制

の
導
入

ア　

設
置
予
定
者
は
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
第
５
条
第
１
項
）

イ　

許
可
の
有
効
期
間
は
５
年
間
（
第
５
条
第
２

項
）

ウ　

許
可
申
請
前
の
説
明
会
の
開
催
等（
第
６
条
）

エ　

立
地
基
準
の
設
定
（
第
８
条
）

部
局
個
別
に
立
入
指
導
等
を
行
っ
て
い
た
体
制
を
見

直
し
、
令
和
元
年
10
月
か
ら
、
環
境
局
、
違
反
建
築

物
へ
の
対
応
の
点
か
ら
都
市
局
、
火
災
へ
の
対
応
の

点
か
ら
消
防
局
の
３
局
で
合
同
立
入
調
査
を
実
施
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

２　

条
例
の
検
討
過
程

令
和
２
年
12
月
か
ら
１
か
月
間
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
手
続
を
実
施
し
た
ほ
か
、
行
政
法
及
び
憲
法
の

学
識
専
門
家
と
計
４
回
の
協
議
を
行
い
、こ
の
中
で
、

（
１
）
条
例
制
定
理
由
と
し
て
市
民
生
活
の
安
全
の

確
保
を
目
的
と
す
る
場
合
、
生
活
環
境
の
保
全
を

目
的
と
す
る
場
合
に
比
べ
て
、
よ
り
重
い
取
扱
い

が
可
能
と
な
り
得
る
こ
と
。

（
２
）
再
生
資
源
物
は
、
廃
棄
物
処
理
法
の
縛
り
を

受
け
て
い
な
い
が
、
同
法
が
そ
の
危
険
性
や
有
害

性
を
有
害
使
用
済
機
器
と
比
較
し
た
上
で
あ
え
て

規
定
せ
ず
、
自
由
に
放
任
す
る
意
図
が
あ
っ
て
そ

う
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
３
）
条
例
で
規
定
す
る
再
生
資
源
物
が
、
有
害
使

用
済
機
器
よ
り
も
危
険
で
あ
り
、
事
前
規
制
の
必

要
が
あ
る
と
説
明
で
き
れ
ば
、
事
業
場
の
設
置
に

つ
い
て
有
害
使
用
済
機
器
の
届
出
制
よ
り
も
重
い

許
可
制
で
規
制
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
考
え
る
。

等
の
意
見
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

屋
外
保
管
事
業
場
の
営
業
実
態
と
し
て
、
指
導
に

よ
り
有
害
使
用
済
機
器
の
届
出
を
行
っ
た
保
管
場
所

に
つ
い
て
は
最
低
限
の
品
目
の
確
認
や
危
険
物
の
除

去
等
が
行
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
も
の
の
、
明

ら
か
に
有
害
使
用
済
機
器
で
は
な
い
再
生
資
源
物
に

つ
い
て
は
、
買
入
れ
時
に
展
開
検
査
も
行
わ
ず
重
量

の
計
測
の
み
で
そ
の
ま
ま
山
積
み
を
行
い
、
重
機
で

踏
み
付
け
た
り
移
動
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
取
扱
い

が
行
わ
れ
て
い
る
事
業
場
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ

ら
再
生
資
源
物
は
再
利
用
品
と
し
て
の
価
値
が
な

く
、
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
原
料
と
し
て
の
価
値

の
み
で
取
引
さ
れ
て
い
る
た
め
、
原
型
を
と
ど
め
な

く
な
る
よ
う
な
扱
い
を
し
て
も
有
価
物
と
し
て
の
価

値
が
下
が
る
度
合
が
低
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
有
価
物
で

あ
り
な
が
ら
有
害
使
用
済
機
器
は
お
ろ
か
許
可
制
度

や
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
等
で
規
制
さ
れ
た
廃
棄
物
よ
り
も

よ
ほ
ど
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

す
。
こ
の
よ
う
な
実
態
が
市
内
で
多
く
の
火
災
が
発

生
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
廃
棄
物
処
理
業
者
は
排
出
者
か
ら
の
処
理

委
託
料
金
を
収
入
源
と
し
て
お
り
、
正
常
な
経
営
が

で
き
て
い
る
施
設
で
あ
れ
ば
、
施
設
を
安
定
的
に
稼

働
さ
せ
る
の
に
必
要
と
す
る
以
上
の
廃
棄
物
を
あ
え

て
保
管
す
る
必
要
が
な
い
の
に
対
し
、
金
属
を
主
体

と
し
た
屋
外
保
管
事
業
場
は
相
場
の
安
い
時
期
に
買

い
入
れ
、
高
い
時
期
に
売
り
払
う
こ
と
に
よ
る
差
益

を
何
よ
り
も
追
求
す
る
た
め
、
保
管
基
準
等
の
外
部

要
因
が
な
け
れ
ば
、
相
場
の
状
況
次
第
で
可
能
な
限

り
多
く
の
量
を
保
管
す
る
こ
と
が
最
も
経
済
合
理
的

先進・ユニーク条例
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住
宅
等
の
敷
地
か
ら
１
０
０
ｍ
以
上
離
れ
た
土

地
に
設
置
す
る
こ
と

（
２
）
保
管
基
準
の
設
定
（
第
７
条
）

ア　

掲
示
板
設
置

イ　

高
さ
・
勾
配
規
制

　

最
大
高
さ
５
ｍ
、
最
大
勾
配
50
％

ウ　

汚
水
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
措
置

地
下
浸
透
防
止
の
た
め
の
底
面
の
覆
い
、
油
等

の
流
出
防
止
の
た
め
の
油
水
分
離
槽
の
設
置
等

エ　

火
災
の
発
生
・
延
焼
の
防
止
措
置
等

一
つ
の
保
管
単
位
の
最
大
面
積
２
０
０
㎡
以
下

保
管
単
位
ど
う
し
の
離
隔
２
ｍ
以
上

（
３
）
記
録
の
作
成
（
第
９
条
）

記
録
の
作
成
及
び
保
存
の
義
務

（
４
）
行
政
処
分
そ
の
他
の
規
定

勧
告
及
び
命
令
（
第
14
条
・
第
18
条
・
第
19
条
）

許
可
の
取
り
消
し
（
第
15
条
）

報
告
徴
収
（
第
16
条
）

立
入
検
査
（
第
17
条
）

事
故
時
の
措
置
（
第
20
条
）

（
５
）
罰
則
（
第
25
条
〜
第
28
条
）

無
許
可
で
の
屋
外
保
管
事
業
場
の
設
置
・
変
更
、

命
令
違
反
等

「
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
１
０
０
万
円
以
下
の

罰
金
」

使
用
前
検
査
未
受
検
で
の
使
用
、
無
許
可
譲
受

け
等

「
６
月
以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
」

軽
微
な
変
更
の
無
届
、
立
入
検
査
忌
避
等

「
30
万
円
以
下
の
罰
金
」

（
６
）
経
過
措
置

条
例
施
行
の
際
、
現
に
１
０
０
㎡
よ
り
広
い
再

生
資
源
物
の
屋
外
保
管
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る

事
業
者
は
、
既
存
事
業
場
届
出
書
及
び

既
存
事
業
場
構
造
等
届
出
書
の
提
出
に

よ
り
構
造
基
準
へ
の
適
合
を
確
認
し
た

上
で
、
条
例
施
行
日
に
遡
っ
て
み
な
し

許
可
と
し
ま
す
。

４　

課
題
と
今
後
の
展
望

条
例
制
定
後
、
市
で
把
握
し
て
い
る
全

て
の
屋
外
保
管
事
業
場
に
直
接
訪
問
し
て

周
知
等
に
努
め
た
結
果
、
令
和
３
年
12
月

末
時
点
で
既
存
事
業
場
が
み
な
し
許
可
を

得
る
た
め
の
届
出
が
１
０
７
件
あ
り
、
今

後
こ
れ
ら
の
事
業
場
に
つ
い
て
既
存
事
業

場
構
造
等
届
出
書
を
提
出
さ
せ
る
と
と
も

に
、
条
例
制
定
後
も
こ
れ
ら
の
事
業
場
を

火
元
と
す
る
火
災
が
複
数
発
生
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
構
造
基
準
及
び
保
管
基
準
を

遵
守
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
無
許
可
の
屋
外
保
管
事
業
場
が
設

置
さ
れ
な
い
よ
う
監
視
し
て
い
く
必
要
も

あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
屋
外
保
管
事
業
場
に
お
い
て
金
属
を
取

り
出
し
た
後
に
残
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
中
心
と

す
る
残
さ
物
に
つ
い
て
過
剰
堆
積
事
案
や
不
法
投
棄

事
案
が
市
内
外
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
条

例
だ
け
で
な
く
廃
棄
物
処
理
法
を
含
め
た
監
視
・
指

導
体
制
の
構
築
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

 
 

 
 

 

廃棄物： 
産業廃棄物(廃プラスチック類等２０品目)等 

有価物： 
有害使用済機器(小型家電等３２品目）  

 
 
 
 
 

              

 

有価物： 

再生資源として買い取ったスクラップ等 

 

 

 

 

         

  

 

過剰な積み上げ、火災の発生、騒音・振動等 

により市民生活の安全に支障をきたす状況

が発生 
   

 

 

 

 

 

 

ÿ 条例の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行期日：令和３年１１月１日（罰則は令和４年５月１日から） 

許可制を導入（全国初） 
立地基準：住宅等から１００ｍ以上離すこと 
保管基準：高さ最大５ｍ以下 勾配５０％以下 

汚水が浸透しないよう保管場所を覆う 等 

刑事罰を規定 

無許可での屋外保管事業場の設置・変更、命令違反 等 

１年以下の懲役 又は １００万円以下の罰金 等 

規制なし 

廃棄物処理法 

千葉市再生資源物の屋外保管に関する条例について 

条例を制定し規制 

法律や条例の直接の規制がない 


